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高齢者医療の特性と留意点  

○ 高齢者は多病で、一人で多数の疾患を有している、中でも循環器疾患、特に脳血管  

障害が多い  

○ 高齢者は多病であるにも拘らず、夫々が臓器別に診られていて、総合的視点が不足  

している（総合医療専門医の不足）  

○ 急性期医療（救命）後、障害をもつケースが多い  
○ 高齢者には急性期のあとの回復期から慢性期にかけてのケアが必要  

→ 病院における急性期医療と在宅医療の間の医療を如何するか  

→ しかもこれらの各ステージの移行期には空白（欠落）部分があってはならない  

（医療の継続性）  

○ 廃用症候群や要介護状態になる可能性が高く、これらの予防が大切  
○ 高齢者のリハビリは、PT・OT・STが適切に組み合わされて総合的・一体的に  

提供されることが望ましい  

○ 高齢者には医療と介護（場合によってリハビリ）を同時提供することが必要なケー  

スが多い（医療と介護の連携）  

→ 総合医療の必要性  

○ 終末期医療（ターミナルケア）をどうするか  

○ 高齢者にこそ地域包括医療（ケア）が望まれる  

新医師臨床研修制度（プライマリケアの重視、地域保健・医療の必修化）の意義  
地域包括医療認定制度（国診協・全自病）→プライマリケア科の標梼   

→  

















状態像の各ステージにおける医療  
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後期高齢者医療のあり方（ポイント）（その1）  
○ 高齢者は多病で、臓器別でなく総合的な医療が不可欠  

○ 予防の発想が大切  

→ 一次予防と介護予防  

○ 保健から医療（急性期、回復期、慢性期、終末期）、介護・福祉の連携の中で  
各ステージの間に継続性が必要  

→ 空自（欠落）部分があってはならない（医療の効率化）  

○ 回復期、慢性期、特に慢性期医療はいかにすべきか  

○終末期医療のあり方 

→〔  
在宅死が望ましい  

ターミナルケア病棟の新設についての検討  

○ 医療と介護の連携（総合的・一体的サービスの提供及びケアカンプアランス、  
医療機関と介護施設との連携）が不可欠  

○ 在宅、福祉との連携  
→ 在宅では地域包括支援センターとの連携が必要  

→ 在宅と介護施設との連携、在宅にはケア付き住宅も含む  
○ 高齢者には障害を有するものが多く、そのためにはリハビリが必要  

→ 重度化の防止、PT・OT・STが適切に組み合わされて総合的■一体的に提供  
→ 総合リハビリ施設、地域リハビリ支援体制  

→ 高齢者特に脳卒中の場合には画一的な上限設定は適切でなく、維持期のリハビリ  
を継続する必要あり  

○ 在宅へシフトさせるためには現行の仕組みのみでいいか  

→ 制度の見直しは必要ないか  

○ 以上は地域包括ケアシステムそのもの   



後期高齢者医療のあり方（ポイント）（その2）  
○ 必要病床数は単なる医療計画の中のみでなく、保健・医療・介護・福祉計画を  

策定し、その中で検討されることが望ましい  

○ 報酬については、基本的には包括化、しかし状態像に応じた類型化も必要  

→ 特性のあるものについては加算   

新高齢者病床では医療と介護（場合によってはリハビリも）を一体的に提供する   

スタッフもそれをふまえた人員基準にし、財源は医療保険と介護保険の双方が負  

担する。入院する高齢者は状態像に応じた類型化を行う  

○ 新高齢者病床の類型化   

① 状態像（傷病名を含む）による区分   

② 医療の必要度 → 悪化と軽減をどう評価するか   

③ ADLの状況（日常生活自立度、認知症判定基準、要介護度）   

④ 当面現在（H．18）の医療区分の見直しが必要  

○ 従来の専門職のうち、もう少し看護師を増やして手厚い看護を目指すべきである   

最近、地方では看護師不足が加速している。なお、今後高齢者医療に必要となっ  

てくるのはMSWやリハビリスタッフである。これらのスタッフを手厚く配置する  

ことが全体の医療費総額の減につながるものと思われる  

○ 全体としての財源は担保出来るか  

と め  

○ 後期高齢者医療には地域包括ケアシステムの構築が必要  

○ 予防の発想が重要  

→ 一次予防と介護予防  

○ 医療・介護・リハビリを一体的に提供  

○ 新たな高齢者病床（仮称）の新設についての検討  

○ 状態像に応じた継続性のある医療が必要  

○ 在宅医療の推進  

→ ケア付き住宅（新しい住まい）の拡充  

○ 報酬 → 基本的には包括化  

○ 安定した制度、財源の検討   





お 知 ら せ   

次のヒアリング資料については、近日中に下記UR  

」にカラー版を掲載する予定ですので、ご利用くださ  

い。  

○ 後期高齢者医療における歯科医療の果たすべ   

き役割（米山武義）  

○ 高齢者における医薬品の適正使用と安全管理   

（林昌洋・岩月進）  

○ 在宅療養支援診療所の現状と課題（川島孝一   

郎）  

○ 後期高齢者医療について（山口昇）   

厚生労働省ホームページ ＞ 審議会、研究会等 ＞   

社会保障審議会  ＞ 後期高齢者医療の在り方に関   

する特別部会  

蛙tp：／／www．mhlw．go， jp／shingj／hosho．仙ml＃kourei   




